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税
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皮

に

於

げ

る

土

地

道

増

税

の

地

位

取
引
所
税
の
如
き
、
各
秘
財
産
収
引
税
の
如
言
、
或
は
勤
努
の
起
因
せ
w
d

る

所

得

に

一一一一山ハ

袋
一
す
る
課
税
の
如
吉
、
近
時
の
組
税
制
度
比
於
て
、
漸
〈
重
要
な
る
地
位
必
占
め

λ
と

す

る

の

傾

向
わ
る
は
、
感
兎
斯
る
課
税

K
依
て
、
負
備
を
投
機
射
停
の
利
得
に
及
ハ
ぼ
芯
ん
ー
し
す
る
の
趣
意
に

来
一
く
も
の
に
外
な
ら
、
ず
之
離
も
、
然
も
此
方
法
一
に
於
℃
は
、
時
、
に
投
機
射
伴
の
別
得
に
課
税
ど
加

ヘ
℃
、
税
法
制
定
の
や
川
初
の
目
的
を
注
し
符
べ
し
と
す
る
も
、
倫
ほ
之
と
同
一
時
に
正
常
の
勤
接
収

紘
一
る
利
得
に
も
課
税
を
加

で

税

法

制

定

の

極

意

に

逃

ム

所

な

し

と

せ

ず
υ

投

機

射

俸

の

利

得

に
課
税
す
る
は
、
〕

人
の
問
に
永
く
疑
問
を
以
て
臼
せ
ら
れ
允
る
が
、
近
年
紛
滋
に
於
℃
は
、
土
地
支
培
税
法
な
る
も

の
財
政
的
学
説
f
乙
し
℃
は
‘
可
な
ム
リ
。

然
も
並
行
賀
行
の
似
錨
如
何
に
就
℃
は
、
世

の
b
L
制
定
し
、
之
に
依
℃
此
問
題
に

一

部

の

解

決

を

輿

へ

ん

と

し

た
E

9

0

而

し

℃

英

資

施

の

成

績
を
見
る
に
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換
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に
反
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る
所
少
な
ち
が
如
し
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土
地
支
域
税
な
る
も
の
は
、
土
地
所
有
者
が
土
地
の
所
有
機
乞
他
人
に
譲
渡
.
す
に
静
岡

b
、
以
前
の

本
一
鍬
倒
格
p
p
」
今
次
の
澄
鍬
価
格
と
の
問

IAJ一
乞
泌
を
存
ヒ
℃
、
後
者
の
大
な
る
と

S
に
、
英
超
過
額

十
ゲ

htH
的物一

ιし
℃
賦
藤
一
せ
ら
る
〉
組
税
乞
云
ム
ー

語
盟
国
関
関
繭
問
題
豊
富
調
関
溜
闘
騒
芳
一
週

3
3

司
諸
君
週
費
3

L位
主語a

;28 
持議，ιι

議

勢

等

の

結

果

1ι
じ
て
生
と
い
た
る
、
も
の
な
る
や
、
或
は
斯
る
資
本
労
i

刀
、
の
関
係
に
悲

-PJず
じ

τ

今一

b
た
る
も
の
な
る
や
、
税
法
に
於
て
此
鮎
に
闘
し
て
多
少
の
注
意
を
施
ヨ
ん
が
、
土
地
建
増
税

は
一
其
性
質
に
於
℃
射
倖
的
利
盆
に
賦
課
す
る
の
税
税

'ι
鋳

b
、
以
℃

z

負
拾
の
卜
坑
公
平
を
泉
ヤ
る
を

得
一
ぺ
し
。
蓋
し
或
る
純
絹
の
財
産
に
課
税
す
る
に
常
て
は
、

般

財

産

税

の

形

態

を

以

℃

す

る

之
、
又
他
の
形
態
を
以
て
す
る
之
を
問
は
ず
、
一
定
の
債
格
を
標
準
?
乙
し
J
U
-
-
之

に

負

携

を

加

ふ

る

を
符
べ
し
之
蛾
も
、
一
方
に
財
訟
の
債
格
は
財
産
自
s

憾

に

於

け

る

事

情

又

は

財

産

以

外

に

於

け

る
事
情
に
依
て
、
常
に
波
動
を
受
く
る

乙
之
を
見

か
れ
干
ノ
。

殊

に

祉

曾

全

般

の

後

迭

の

如

ぉ
.c

は、

感

ず

財

呉

が

俄

格

に

影

響

b
L

及
ぼ
し
、
英
伯
格
を
増
話
せ
し
む
る
に
興
℃
カ
'
わ
る
以
上
は
、
斯
る

泣
い
曾
に
現
存

L
、
偶
然
俄
格
の
増
加
し
た
る
土
地
に
は
-
何
一
等
か
方
訟
を
設
け
、
新
る
似
絡
の
増
加
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に
制
到
し

τ、
負
携
を
加

a

ふ
る
の
泣
を
案
出
せ
診
る
可
か
ら
ず
。

土
地
支
増
税
に
し
て
、
阪
に
め
必
要
に
臆
ず
る
が
斜
め
に
起

b
た
る
も
の
な
る
以
上
は
-
単
に
賦

課
の
総
悶
を
土
地
の
み
に
止
め
ず
、
物
品
布
俄
読
券
等
の
良
質

i

に
も
亦
之
そ
及
ぼ
し
℃
、
可
な
る

川一一Y
如

〈

な

れ

E
も
、
質
際
の
立
訟
は
未
だ
斯
る
総
て

の
投
機
的
利
一
得
を
納
旅
す
る
に
‘
足
ら
ず
。
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租

税

制

肢

に

於

‘

げ

る

土

地

蕊

噌

訟

の

地

位

別
部
向
を
案
ず
る
に
、
土
地
が
各
純
利
得
の
中
に
℃
、
人
の
劫
一
労
に
川
崎
旧
日
せ
去
る
も
の
な
る
乙
之
は

一一一一八

皆

様

世

人

に

依

℃

淡

く

承

認

せ

ら

る

〉
所
な
る
と
、
土
地
以
外
の
財
産
の
.
俄
絡
は
各
組
の

If.} 

的
事
怖
い
K

似
℃
、
高
低
の
竣
殆

E
測
ム
ロ
知
る
可
わ
ら
ず
し
て
、
一
定
の

mm
紘一
I
乙
す
可
吉
郎
な
ら
・
c

に

一
久
し
、
土
地
殊
に
後
述
の
機
運
に
向
へ
る
市
街
地
に
在
る
土
地
の
俄
格
は
年
f
乙
共
に
増
進
し
て
、

己
ひ
乙
と
な
お
d

の
事
賢
に
基
〈
，
も
の
な

b
心

土
地
去
増
税
は
始
め
千
八
百
九
十
入
年
制
御
泡
保
護
傾
勝
州
協
同
代
行
は
れ
た
る
と
る
に
は
、
放
て

一
般
の
詑
怠
を
換
起
す
る
に
足
、
b
w
d
ら
し
が
、
千
九
百
問
年
総
滋
フ
ラ
ン
ク

7

Y

ト
井
代
キ

ヨ

y

y
の
‘
漏
出
政
府
に
於
℃
、
之
佐
寛
行
す
る
や
、
漸
く
世
間
に
販
著
な
る
に
淫
れ
λ

ッ。

ン
ク

7
u
y

ト
市
に
於
て
は
、
同
年
従
来
賦
課
し
来
れ
る
土
地
移
純
比
一
関
す
る
盗
銚
税
を
一
分
五

感
よ

b
二
分
に
引
上
々
る
と
共
代
、
土
地
所
有
機
の
移
制
御
す
る
民
一
旬
に
、
以
前
の
や
一
鍬
俄
絡
に
鈎

印
ち
Y

一フ

し
℃
、
一
ニ
山
間
以
上
の
増
加
を
鴻
せ
る
1
乙
き
に
は
、
英
増
加
傾
に
一
定
の
累
進
税
乞
賦
課
し
、
又
土
地

一
が
日
以
後
の
総
利
移
細
川
の
時
よ
ら
、
宅
地
に
一
於
℃
は
五
儲
伝
ー
を
、
宅
地
以
外
の
土
地
に
於
℃
は
.
十
筒

年
乞
経
過
品
u
w
d
る

も

の

に

限
λ

リ
、
所
有
者
、
が
土
地
改
良
の
翁
め
に
投
ヒ
た
る
費
用
の
み
、
原
俄
の

ζι
を
許
し
、
税
必
ず
は
増
差
額
三
制
乃
一
主
一
ニ
制
五
分
を
州
地
貼

l
ι
L
t、
之
比
五
分

c.::<t 
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.~ -一I.:-i)当..，
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側
五
分
・
け
い
迷
せ
し
め
て
、
巴
む
も
の
之
し
允
・
9
0

ヌ
ラ
ン
ク
フ
グ
'
ト
弁
に
キ

ョ

Y

ン
雨
前
の
外
.
今
日
土
地
造
増
税
法
を
質
施
す
る
市
は
品

吋

ノ

セ

Y
、
ヂ
ユ

ヅ

セ

Y

ド

Y

プ
、
ド

y
-
ト、ム

ン
ド
、
グ
グ
'
ゼ
ン
キ

Y

ン
、
ク

ロ

イ

ツ

ナ

ツ

ハ
等
に
し
℃
、
是

~、、

一
等
諸
市
に
於
け
る
税
法
大
般
の
規
定
は
前
記

フ
タ
ン
ク
ア

Y

ト

市

に

於

け

る

も

の

と

大

同

小

一
投
の
腕

b
b
t
す。

.血血輔B

... 喝司'

柚障措

土

地

主

増

税

に

関

す

る

大

憾

の

説

明

は

之

を

以

上

に

止

め

、

此

税

法

に

於

け

る

重

要

の

規

定

に

就
七
、
立
法
の
迎
尚

ιす
る
所
を
論
ぜ
え
に
、
本
来
土
地
差
塙
税
の
目
的
物
た
る
も
の
は
、
}
定
の

期
間
に
於
て
、
土
地
に
生
と
た
る
依
格
の
附
加
比
し
て
、
税
法
の
趣
怠
は
英
人
の
勤
労
に
依
、
b
w
u

8 

捻
ら
よ
応
m時
防

-j
山
り
品
仰
と
土
一
見
任
り
士
山
田
川
主
入

t
z
L
U
ψ
d
H
V
J
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1
1
な

z
t
J
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M
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J
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}
E
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1

4

t

こ

F
t
t
J

，ノ

債

格
F

乙
所
有
機
最
後
の
移
制
怖
に
際
し
℃
、
支
挑
は
れ
た
る
債
務
と
の
愛
知
を
以
て
、
之
に
光
つ
る

を
去
滋
之
す
可
し
之
総
も
、
然
も
此
差
額
の
内
よ

b
、

所

有

者

自

身

の

勤

労

に

依

℃

生

と

た

る

偵

九
百
仰
の
増
加
は
之
を
控
除
せ
止
る
可
か
ら
ず
。

る
部
分
に
負
強
な
加
、
ふ
る
の

一
一
事
に
存
す
。

而

し

℃

此

控

除

の

項

目

1
乙
鋳
る
可
b
d

も

の

そ

悲

秘
ー
税
制
・
皮
‘
に
於
げ
る
土
地
注

h

増

税

の

地

位
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6 

げ
ん
か
ー
第

つ
土
地
所
有
者
が
永
久
的
改
良
に
要
し
た
る
z
費
用
対
第
一
一
、
道
路
下
水
総
訟
の
技
用
、
第

一
二
、
一
所
有
機
の
竣
一
史
に
開
嚇
し
℃
生
、
ず
る
費
用
例
へ
ば
印
紙
税
、
準
認
料
、
移
将
税
等
、
鈴
問
、
土
地
に

一
件
ふ
自
然
の
紋
況

4
1
b
生
ず
る
増
俄
)
第
五
.
未
開
地
の
場
合
に
於
℃
土
地
を
所
布
せ
る
期
間
に

，
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於
け
る
利
子

の
損
失
等
は
必
ず
比
中
に
数
へ
ら
る
〉
を
お
之
、
す
。

然、
b
，
ば
次
代
土
地
俄
絡
の
ふ
一
一
品
増
を

H

計
算
す
る
時
期
間
は
如
何
に
し
℃
之
を
決
一
定
す
可

5
か

G

f誌

抵
の
賢
一
俄
ト
I
乙
課
税
官
時
に
於
け
る
.
中
山
九
似
1
P
L

の
芝
一
を
以
て
之
に
充

つ
可

3
は
勿
論
な
れ

E
も
、
キ

ョ

y
ν

市
の
如
h
c
、
法
体
質
胞
の
期
け
た
る
千
九
百
五
年
四
月

日
を
起
給
ー
に
し
、
比
時
の
市
俄

蓋
し
事
の
簡
単
明
搬
を
重
ん

b
℃、

に
超
過
し
た
る
業
債
を
課
税
制
加
俸
と
し
た
る
の
例
ゐ

b
o

一
防
法
拘
置
に
出
、
て
た
る
も
の
な
‘

b
o

叉
土
地
増
差
税
の
納
付
者
は
普
通
土
池
の
一
民
主
に
し
℃
、
民

主
は
一
…
…
民
主
が
納
付
を
怠
ム
リ
又
は
一
全
然
之
を
潟
一

3

い
る
場
合
に
、
納
税
の
義
務
乞
負
ふ
も
の

〉
み
。

一
査
し
土
地
似
格
差
滋
の
利
金
を
直
接
的
確
に
享
受
す
る
者
は
一
郎
ち
土
地
の
質
主
に
外
な
ら
診

る
を
以
℃
、
此
規
定
を
潟
し
た
る
は
尖
鴬
を
待
た
る
も
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℃
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℃
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わ
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℃
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反
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℃
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℃
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。
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反
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れ
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搬
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損
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携
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。
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℃
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℃
は
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蛾
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℃
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。
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史
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述
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化
℃
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明
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に

本
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を

識

し
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わ

る
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目

下

十

五

倍

以

上

の

λ
紛
の
う
ち
、
十
一
俗
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欧
洲
民
総
の
支
配
を
受
け
℃
居
る
い
の
で
、
欧
洲
の
膨
脈
、
印
ち
欧
洲
的
思
州
也
、
成
怖
-
政
憾
の
普
及
述

ユ

キ

ア
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濫

絡

し

て

先

づ

地

中

海

作

mm
…
は
西
紀
前
二
千
年
頃
小
田
、
シ
リ
ノ
ア
、
ア
瓜

議
闘
に
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西
紀
第
十
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の
末
に
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洲
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レ
ι
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指
し
、
備
寒
着
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と
し
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会
の
歩
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を
治
め
、
米
濠
大
陸
の
み
一
部
、
例
弗
利
加
、
車
細
亜
の
大
坐
，

K
席
怨
す
る
に
軍
一
っ
た
。

故

に

隠

史

は

欧
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版
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で
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乙
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混
勘
は
結
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全
地
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に
亙
る
乙
1
乙
で
わ
ら
う
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純
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史
『
乙
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の
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主
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℃
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℃
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l
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